
YouTube 【宅建動画の渋谷会】 佐伯竜                                      月火木金 週 4 配信 

【渋谷会】佐伯講師の担当講座  https://shibuyakai.com/ 

法定相続分の計算 宅建 H24-10-3 ≪#831≫ 

【問】 正誤をつけよ。 

Ａは未婚で子供がなく、父親Ｂが所有する甲建物にＢと同居している。Ａの母親Ｃは平成 23

年 3 月末日に死亡している。ＡにはＢとＣの実子である兄Ｄがいて、ＤはＥと婚姻して実子Ｆがい

たが、Ｄは平成 24 年 3 月末日に死亡している。Ａが死亡した場合の法定相続分は、Ｂが 4 分

の 3、Ｆが 4 分の 1 である。 

 

 

 

 

 

 

 

【答え】 誤り 

 

≪ポイント≫ 法定相続分 【★入門】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


